


別紙 

 

農業振興地域整備計画の変更案に対する意見書の要旨とその処理結果 

 

令和７年12月26日に公告した農業振興地域整備計画の変更案に対して提出された意見書の要旨

及びその処理結果は下記のとおりである。 

なお、縦覧期間外に提出された意見、清須市の住民でない者（法人を含む）から提出された意

見、及びその内容が農業振興地域整備計画の変更案の内容に係るものと認められない意見につい

ては農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年７月１日法律第58号）第13条第４項で準用する

第11条第２項の規定により効力を有しないため、省略した。 

記 

 

意見の要旨 左記の処理結果 

 意見なし  

 



 

様式第５ 

 

農業振興地域整備計画を変更する理由 

 

清須市  

 

第１ 農業振興地域整備計画変更の理由 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年７月１日法律第58号）第１２条の２の規定に

基づく基礎調査を実施した結果、農業振興地域整備計画を社会、経済情勢の推移に対応した

実効性のある計画として確保するため、同法第１３条の規定による変更を行う。 

 

第２ 変更の概要 

１ 農用地利用計画 

(１) 農用地区域の編入 
 

図面番号 所   在 編 入 の 理 由 

①  清須市春日宮重町350番2の一部 集団的な農地内に位置し、除外申請をお
こなったものの、当該土地の工事計画の
中止により農地転用許可申請がされてお
らず、土地利用の現況が農用地として活
用されている土地のため。 

 

注・○○事業の後の括弧には、農振法施行規則第４条の３第１項の事業を記入すること。 

 

(２) 農用地区域の除外 
 

図面番号  所   在  除 外 の 理 由 

②  
 
 
 
 
 

③  
 
 
 
 
 
 

④  
 
 
 
 
 
 

⑤  
 
 

清須市春日新田畑11番 
清須市春日新田畑12番 
清須市春日新田畑13番 
清須市春日新田畑18番 
清須市春日新田畑19番 
 
清須市春日八幡63番 
清須市春日八幡64番1 
清須市春日八幡65番1 
清須市春日八幡65番2 
清須市春日八幡66番1 
清須市春日八幡69番 
 
清須市春日樋112番1 
清須市春日樋112番2 
清須市春日樋112番3 
清須市春日樋112番4 
清須市春日樋113番 
清須市春日樋114番の一部 
 
清須市一場福島12番 
清須市一場福島15番 
清須市一場福島16番 
 

住宅、店舗、地域の公園等の集落施設等、
宅地等の集団に介在しており、周辺の農
用地等と一体的な効率的利用が困難であ
るため。 
 
 
 
住宅、店舗、地域の公園等の集落施設等、
宅地等の集団に介在しており、周辺の農
用地等と一体的な効率的利用が困難であ
るため。 
 
 
住宅、店舗、地域の公園等の集落施設等、
宅地等の集団に介在しており、周辺の農
用地等と一体的な効率的利用が困難であ
るため。 
 
 
 
住宅、店舗、地域の公園等の集落施設等、
宅地等の集団に介在しており、周辺の農
用地等と一体的な効率的利用が困難であ
るため。 
 

 



 (３) 用途区分の変更 
 

図面番号  所   在  変 更 の 理 由 

 
  

 

 

２ 農業生産基盤の整備開発計画 

   過去及び現在において清須市内で実施されている事業について整理し、今後、必要とされ

る整備の方向等について検討した。 

 

 ３ 農用地等の保全計画 

   過去及び現在において清須市内で実施されている事業について整理し、今後、必要とされ

る整備の方向等について検討した。 

 

 ４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画 

   清須市内における効率的かつ安定的な農業経営の目標について確認をし、今後、目指すべ

き方向を検討した。 

 

 ５ 農業近代化施設の整備計画 

   過去及び現在において清須市内で実施されている事業について整理し、今後、必要とされ

る整備の方向等について検討した。 

 

 ６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

   過去及び現在において清須市内で実施されている事業について整理し、今後、必要とされ

る整備の方向等について検討した。 

 

 ７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

   清須市内における農家世帯員の他産業就業の状況を確認し、安定した就業先を確保するた

めの方策について検討した。 

 

 ８ 生活環境施設の整備計画 

   過去及び現在において清須市内で実施されている事業について整理し、今後、必要とされ

る整備の方向等について検討した。 

 

 

［記載注意］ 

１ この様式は、整備計画の変更案に添えて公告縦覧に供するものとする。（法第１１条第１項） 

２ 農用地利用計画を変更する土地は平面図により表示することとし、位置図（付図１号及び付

図８号に位置を表した図面)により表記する。 

 


